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１ 総合事業の構成とサービスの全体像 

 

 

＜３０年度に導入予定のサービス＞ 

   １）介護予防・生活支援サービス事業 

 訪問型サービスについては、 

①訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

②訪問型サービス B（住民主体による支援）を導入 

 通所型サービスについては、 

①通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

②通所型サービス B（住民主体による支援）を導入 

 

２）一般介護予防事業 

 ③地域介護予防活動支援事業については、新たに、転倒予防体操推進

活動団体、地域サロンに対する補助金導入。 

 

 

  

＜総合事業の構成とサービスの全体像＞ 

（１）総合事業における多様なサービスの開始について 
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①緩和した基準によるサービスの内容 

 １）訪問型サービス 

 本市の訪問型サービスＡの名称を「生活援助訪問型サービス」とする。 

    ア）従前のサービスとの比較 

 

 

    イ）市認定ヘルパーについて 

 以下の講座を受講した者を市認定ヘルパーとする。 

・市認定ヘルパー養成講座 ※詳細は別紙参照 

・介護予防・生活支援サービス担い手養成研修 

 （運営：千葉県介護福祉士会（千葉県委託事業）） 

・上記研修に準ずるもの 

 （※他市認定ヘルパー研修等） 
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２）通所型サービス 

 通所型サービス A として、運動機能向上ミニデイ型サービス、介護予防ミ

ニデイ型サービスの２つのサービスを設定。 

 ア）従前のサービスとの比較 

 

 

②住民主体サービスの内容 

 １）訪問型サービス 

本市の訪問型サービス Bの名称を「住民主体による訪問型サービス」とする。 

   ア）従前のサービスとの比較 
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 ２）通所型サービス 

本市の通所型サービス Bの名称を「住民主体による通所型サービス」とする。 

   ア)従前のサービスとの比較 

 

３）地域サロン 

６５歳以上の全ての高齢者が参加することのできる、外出や交流を目的とした

住民主体の通いの場を充実するため、「地域サロン」を導入する。 

 

４）実施方法 

住民主体による訪問型サービス、住民主体による通所型サービス、地域 

サロンを提供する団体に、立上げ経費や活動に要する費用を補助する。 
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③転倒予防体操推進団体補助金について 

１）目的 

    転倒予防体操を普及することにより、高齢者の健康維持及び介護予防の推進を

図るため、転倒予防体操推進団体に補助金を交付。 

 

２）対象 ア）～ウ）すべてに該当する団体 

   ア）転倒予防体操推進団体の登録を行っていること。 

イ）当該年度の 4月 1日から 3月 31日までの間に活動を行う団体であり、 

概ね月 2回程度、活動を継続していること。 

ウ）同一団体において、他の補助金を受けていない団体であること。  

 

 

 ３）補助対象経費 

借用費（会場費等）、消耗品費、保険料 

 

 ４）申請方法 

交付希望団体は、市役所高齢者支援課に申請書等を提出。 

事業実施後、報告書などの書式一式を提出し、補助金の交付を受ける。 

 

 

＜今後のスケジュール予定について＞ 

   

 

 

 


